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●給与上⼿くんα ProⅡ Version 12.601 
●給与上⼿くんαクラウド ProⅡ・給与上⼿くんαクラウド SE ProⅡ Version 12.601 
 
 
 
 

 雇⽤保険料率の改正 

 令和 4 年 10 ⽉ 1 ⽇から、雇⽤保険料率が引き上げられます。 
保険料率は労働者負担、事業主負担分ともに 2/1000 増加します。 
具体例）“⼀般”の事業 

失業等給付・育児休業給付の保険料率が、労働者負担・事業主負担ともに「3/1000→5/1000」 
に引き上げられます。 
雇⽤保険⼆事業の保険料率（事業主負担のみ）は、「3.5/1000」で 4〜9 ⽉分と同様です。 

 
 その他の改良、修正を⾏いました。 
 
※詳細は、次ページからの“給与処理ｄｂ【給与計算】（VERSION:12.601）の変更点”を参照してください。 
 
 
 
 
 

当プログラムは、マイクロソフト社のサポート対応終了に伴い、Windows XP・Vista・7 搭載機へのインストールは
不可となっています。 

 
 

●他のＩＣＳシステムとマスターのやり取りを⾏われる場合は、他のＩＣＳシステム側も当改正対応プログラ 
ムのインストールを⾏い、バージョンを統⼀してください。 

注意 
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給与処理ｄｂ【給与計算】（VERSION:12.601）の変更点 

改 正 内 容 
 

Ⅰ．概 要 
 

１）雇⽤保険料率の改正 
  ①令和 4 年 10 月 1 日から、雇⽤保険料率が引き上げられます。 

●保険料率は労働者負担、事業主負担分ともに 2/1000 増加します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
具体例）“一般”の事業 

失業等給付・育児休業給付の保険料率が、労働者負担・事業主負担ともに「3/1000→5/1000」 
に引き上げられます。 
雇⽤保険⼆事業の保険料率（事業主負担のみ）は、「3.5/1000」で 4〜9 月分と同様です。 

 
 
 
 

改 正 対 応 
 
 ■⼊⼒画⾯等を開くと、改正内容等を表⽰します。変更内容を確認の上、“はい”で処理を進めてください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

※既存マスターの場合、マスターの 
バージョンアップが⾏われます。 
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Ⅰ．登録・導入／社会保険料額表 
 

１）【雇⽤保険料】 
  ①改正に伴い、下記テーブルを追加しました。 
   ・バージョン → システム︓04 年 10 月 001 版 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
     
  ②雇⽤保険料率の切り替わるタイミングについて 
   ・①の通り「システム︓04 年 10 月 001 版」のテーブルを追加しましたが、一律で 10 月から改正後の

テーブルに切り替わるわけではありません。 
「会社登録－社会保険料タブ－雇⽤保険︓年度更新月（処理月）」で設定した処理月+6 か月の処理月
から改正後のテーブルを使⽤します。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

改 良 内 容 
 

Ⅰ．登録・導入／新規会社登録・修正・削除 
 

１）項目属性登録 
①控除項目 

・「課税 SW」と「雇⽤保険 SW」をカットしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

例）年度更新月が 3 月→ 9 月以降の処理月から改正後テーブル 
         4 月→ 10 月以降の処理月から改正後テーブル など。 
 

不要な項目を
非表⽰ 

このケースでは
処理月 9 月より、
改正後の雇⽤保
険料率で計算 
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２）社員登録 
  ①労働条件タブ－通勤費 

・通勤費計算区分が“自動”の設定の際の「詳細設定（F6）」で、「⽀払開始月（年月）」に元号を選択・
表⽰するようにしました。元号はプルダウンから選択してください。 

 《従前》              《改良後》 
     

 
 
 
 
 
 
※改元対応で 19 年以前を「令和 19 年」と判定してしまい、当月分が計算されなくなるケースがあり

ましたが、当改良により平成 19 年以前で登録した場合でも計算できるようになっています。 
 
 

                     以上 


